
白川土地改良区理事長　殿 令和　　　　年　　　　月　　　　日

納入通知書　１枚目

―貸主が組合員― ―耕作者が組合員―

納入通知書　 納入通知書　

( 自作地分 ） （ 〇〇耕作分 ） ( 自作地分 ） （ 〇〇所有分 ）

 ③ 貸借者ごとに各種賦課を区別して組合員に通知する。　

―貸主が組合員― ―耕作者が組合員―

納入通知書　 納入通知書　

( 自作地分 ） （ 〇〇耕作分 ） ( 自作地分 ） （ 〇〇所有分 ）

≪届出上の留意点≫

＋

第１期第１期

経常賦課金

第１期

経常賦課金

第２期

※貸借者ごとに通知書を分け、貸借分の1期
　または2期の賦課額を別通知書にしたい場合

（貸地）
事業費
償還金

（貸地）

第１期第２期第１期 第２期
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事業費
償還金
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償還金

事業費

第２期

＋
（借地）

償還金償還金

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

（貸地） （貸地）
経常賦課金経常賦課金事業費

農地貸借に伴う賦課通知方法届出書

（太枠の中をご記入ください）

㊞ ㊞ 耕作者名貸主名

貸主　　　・ 　　耕作者

　② 通知書を貸借者ごとに作成し組合員に通知する。　

　① 貸借地を分けずに組合員に1枚の通知書で通知する。　

※貸借者ごとに通知書を分ける場合

※貸借者ごとに通知書を分けない場合

１．組合員（賦課金納入者となる方に○をつけて下さい）⇒

第１期 第２期

＋
（貸借地）

経常賦課金

経常賦課金

事業費
償還金

＋
（貸借地）

３．解約又は賃借権の変更等された場合は速やかに申出て下さい。申出のない場合は現内容のまま賦課致します。

　　尚、４月１日付けで年度賦課確定となりますので、４月１日以降の届出は翌年度からの変更となります。

２．賦課通知方法 (希望する通知方法に○をつけて下さい)⇒

   　 ※通知の方法は下表を参照して下さい。

１．貸主又は耕作者いずれか一方が組合員となります。組合員となる方が、貸借地に係る賦課金（経常賦課金／

　　事業費・償還金）を納入することとなります。　※納入通知書を貸主、耕作者へ分けて通知することはできません。

２．組合員（賦課金納入者）宛に、選択された通知方法で賦課金納入通知書を送付致します。

①　　・　　②　　・　　③
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第２期
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